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っと残念だなと思ったところでした。そんなと

ころで、期待はものすごく持っております。ど

んな図書館になるんだろうかななんていうこと

で、ここに孫と一緒に行けたらいいななんてい

うふうにも、今のところでは考えているところ

でございます。ぜひ電子図書に関してはいろい

ろと金銭面でかなりかかるというようなことで

ございますので、それはそれとして、例えばで

きるところからなんて、私、歴史なんか好きな

んですけれども、長井市の史跡とか、そういっ

たものだったらば、例えば電子化した電子書籍

なんかも可能なのかなと思うんですけども、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

○鈴木富美子副議長 新野弘明総務参事。 

○新野弘明総務参事 電子書籍につきましては、

システム構築と、あと一部導入したとしても、

毎月の運用費用がかかってしまいますので、考

え方といたしましては、市単独で入れるという

形でなくて、ほかの県内の自治体の状況を見な

がら共同で導入するような形で、ちょっと検討

していきたいと思います。 

○鈴木富美子副議長 11番、赤間 広議員。 

○１１番 赤間 広議員 ぜひ前向きに検討して

いただきたいなと思います。 

 るる皆さんに回答いただきました。本当に大

変な時代でございますけれども、共々に、私も

一生懸命頑張ってまいりますので、今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 蒲生光男議員の質問 

 

 

○鈴木富美子副議長 次に、順位14番、議席番号

15番、蒲生光男議員。 

  （15番蒲生光男議員登壇） 

○１５番 蒲生光男議員 私の質問は２点です。

大きい項目で２点挙げていたんですが、議案の

取下げなどもありましたので、２点目の項目は

最後の質問項目についてのみ、市長の考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

 まず１点目の市税・国保税の収納率は、現年

滞繰り分含めて13市中１位でキープしているに

ついて伺います。 

 さて、収納担当職員の日頃の努力もさること

ながら、長井市としては、もはや後退できない

域に達している。今後の取組と残った問題点に

ついて、税務課長の見解を求めます。 

 なお、議長の許可を得て、グラフを配付させ

ていただいておりますので、それは後ほど説明

させていただきたいと思います。 

 収納率の取組は、本格稼働となりました平成

13年以降、初期の取組では２人が１組となって

訪問徴収に赴くなど、大変な苦労がありました。

当時を経験された職員の皆様には、結果が報わ

れ、やればできるし、正当な努力は必ず報われ

ることの証明であります。取組の結果は徐々に

表れ、市税現年で、平成21年から滞納繰越し含

むでは平成24年以降、国保税では、現年で平成

27年、滞納繰越分含むでは平成28年以降、13市

中１位で推移しております。収納率がほぼ

100％に近いということは、もう後退できない

ということであり、そのための収納業務の標準

化がきちんと行われていることが絶対条件であ

ろうと思います。つまり、誰がやってもこの仕

事の結果を導き出せるということであります。

私は日頃の労苦に対し、最大限の賛美を贈ると

ともに、誇れる長井市の１ページとなりました

ことは、ある意味満ち足りた気持ちであります。 

 今後とも継続され、「ゆめゆめ油断召される

な」であります。なお、この語源は、秋田藩の

初代藩主、佐竹義宣には実子がなかったそうで

す。後継ぎには年の離れた腹違いの弟、義継に

決めていた。ところが、義継は２代将軍、徳川
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秀忠の前で不始末をしでかす。江戸城で催され

た能楽の途中、当時15歳の義継は居眠りをして

しまった。しかもそれを見とがめて、義宣に知

らせたのが、長年の仇敵である伊達政宗である。

面目丸潰れの義宣は、義継を廃嫡し、出家を命

じたというような語源があるようです。 

 質問項目の１と２については税務課長から、

３については建設課長、４については上下水道

課長から答弁を求めます。 

 税務課長からは、何か残った問題点はあるか。 

 建設課長からは、定例会時の産業・建設常任

委員会協議会で報告がありますが、これがマン

ネリ化にならないようきちんと取組状況を報告

ください。計画をもってどのように取組、効果

があったのか。残った問題点と将来計画、つま

りＰＤＣＡを説明するようにお願いしたいと思

います。質問がないから何も問題がないのでは

ありませんので、よろしくお願いいたします。 

 上下水道課長には、特に有収率対策について、

何が原因か。その対策は画期的な方策など難し

いかもしれませんが、考える要因を一つ一つ潰

して類似団体並みの指標に到達することを重要

課題、緊急課題と捉えて取り組むことを求めま

す。 

 担当課では、直近の単月有収率で公共・特環

が49％、農集では85.2％、７月までの累計では

公共・特環が56％、農集が73.6％となっており

ますと報告がありました。公共・特環に関して

は、先月に引き続き単月の有収率が50％を割り

込むような事態であるとの報告です。不明水調

査を徹底して行うことが急務で、特に今年４月

以降、有収水量が一定水準の中で推移している

のに対しまして、処理水量の増加が著明である

ことから、地下水など不明水の流入だけでなく、

汚水処理施設における水量把握方法に問題がな

いか確認しているとのことでした。原因究明は

そうたやすいことではないと思われます。何と

言いましても、有収率が最初から低かったとい

うことですから、根本的な原因が潜んでいてつ

かめていないのだと思います。計器に問題がな

いのか、有収率改善の課題は長井市のメンツに

関わる問題だと申し上げたいと思います。 

 ８月９日の山形新聞に、県の未収金39億

9,137万円の見出しがありました。山形県の

2021年度決算の未収金が前年度比で６億4,235

万円減の39億9,137万円となり、３年ぶりに減

少に転じたことが、９日、県庁で開かれた県未

収金対策本部会議で報告されたということです。

新型コロナウイルス禍で2020年度に徴収猶予と

なった法人事業税など、特例措置が終わり、猶

予分が2021年に納付されたことなどが減少要因

となったと分析しているようです。自動車税の

納期内納付率が85.88％で、前年度を0.44ポイ

ント下回った。クレジット収納の利用が２万

2,057件、８億5,100万円と、前年度より上昇し

た一方、コンビニ収納の利用率が前年度比マイ

ナス2.01ポイントの38.58％にとどまった。ス

マホ決済アプリの利用は753件、2,800万円だっ

た。差押え、公売による滞納整理で3,456万円

を確保したという内容です。 

 納税方法が多角的になり、納税しやすさも一

因となっていることは確かだと思います。昨年

税金をＰａｙＰａｙで支払うとポイントがつい

たということだったようですが、今年はどうや

ら使わなくなったようです。しかし、ａｕＰＡ

Ｙは0.5％付与の上、抽せんで１万名に1,000ポ

イントが当たるキャンペーンを実施しています。

また、ファミペイも最大2,000円が抽せんで当

たるキャンペーンをしております。ペイジーも

1,000名に１万円が当たるキャンペーンを行う

など、決済手段によっては還元が受けられるも

のがあります。今現在使っているサービスの対

応状況などを調べておくと、よりお得に使える

かもしれません。 

 そこで、ながいコインを使って納税するとポ

イントがつくとか何か優位性があるようにはで
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きないでしょうか。期限を区切って、ながいコ

インの普及も兼ねての話ですが、いかがでしょ

うか。 

 山形県はクレジット収納ができますが、長井

市はまだです。検討されたほうがよいのではな

いでしょうか。いずれにせよ、今日の収納率の

成績は多角的な要因がうまく回って得られた結

果であり、今後の一層の取組をお願いしておき

たいと思います。 

 次の質問ですが、当初、健康スポーツ課長、

厚生参事に対し質問予定でしたが、スポーツ施

設の指定管理に係る債務負担行為設定が取下げ

となり、議案の差し替えとなることから、最後

に市長に予定しておりました項目についてのみ、

市長に質問いたします。 

 このたびの議案の取下げ及び差し替えは、本

来議会に対して説明し、理解を得る努力を不足

していたことの表れであり、担当部署として大

いに反省すべき事案であります。一般社団法人

長井市スポーツ協会定款及び役員名簿は8月29

日に配付になりましたが、協会が一旦受けて加

盟団体に割り振るとしている中身も分かりませ

んし、加盟団体の詳細も分かりません。想定問

答すれば何に質問が来るか、そろえておくべき

資料は分かるはずです。これではあまりにもお

粗末と言わざるを得ません。今後に向け音の出

る対応に心がけていただきたいと思います。 

 市長に伺いたいと思います。今後中身や指定

管理に移行することの優位性をどのように担保

されるのか、「湯るっと」の例もありますので、

多面的に比較検討された上で提案いただきます

ようにお願いいたします。 

 考えてみれば、タスのフィットネスや１階に

計画されている軽運動エリアについても、いず

れ検討していかなければなりません。人口減少

を止めることは難しいとしても、その速度を遅

くすることは可能であります。健康年齢をあと

５年延ばす、その決め手は健康です。健康を維

持する決め手は有酸素運動などで、血管年齢の

若返りや骨密度を維持するなど、ふだんの生活

に少し手を加えた程度でできることを推奨する

施策が必要です。そのためには、ただ、受付業

務を行うだけではなし得ないことですので、そ

のための専門性を持った職員の配置などは、少

なくとも最低限必要なことだと思います。市民

のための健康づくりで付加価値を上げる施設で

あり得るように希望いたします。 

 最後に引用する言葉は、かつて長井市立病院

に勤務経験のある、現在山形市小白川町で山形

市医師会長であり、山形県トライアスロン協会

の副会長であります、ねもとクリニック院長の

根本元先生のホームページに記載されている言

葉であります。「ヒトは血管とともに老いる」

という言葉をご存じですか。言葉のごとく、人

は年齢を重ねるごとに血管が硬くなり老化して

いきます。この老化現象は、血管壁が硬くなっ

て弾力性を失い、老化したり詰まったりするこ

とで表れ、いわゆる動脈硬化と言われています。

血管は人間の体の隅々まで張り巡っていて、動

脈、毛細血管、静脈の総延長は約10万キロにも

なり、地球を２周半するほどの長さです。動脈

は酸素と栄養を運搬し、細胞を生かす命の管で

す。動脈が詰まると、その詰まった臓器は壊死

に至ります。脳血管が詰まると脳梗塞、冠動脈

が詰まると心筋梗塞になるのです。動脈硬化は

動脈の一番内側の内膜を構成する内皮細胞に障

がいが生じることから始まります。その障がい

の原因となるのが、高血圧症、糖尿病、高脂血

症、肥満という、いわゆる生活習慣病であり、

これらを管理することが血管をいつまでも弾力

のある状態に保つことにつながります。動脈硬

化を遅らせることこそが、究極の長生きの秘訣

であると言えます。 

 では、柔らかい血管を保つためにはどうした

らいいでしょうか。まず塩分を減らしましょう。

運動も大切です。適正体重の維持、野菜果物の
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摂取も大切です。アルコールを節制し、そして

禁煙です。これらの生活習慣の項目を修正する

ことにより、柔らかな血管を保つことができる

と言えます。焦らず、ゆっくり心がけましょう。

というのが、根本先生のホームページに記載さ

れていました。全くなるほどなということであ

りますので、長井市のスポーツ施設、これが単

なる受付業務で終わらないように申し上げて、

壇上からの質問を終わりたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。 

○鈴木富美子副議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生光男議員から大きく２つ、

２項目にわたって、ご提言やらご質問等々いた

だきました。ありがとうございます。 

 私のほうでは、２番目のスポーツ施設等に指

定管理者制度を導入することについてというこ

とにお答えを申し上げたいと思います。 

 まず最初に、蒲生議員からございましたよう

に、このたびスポーツ施設の指定管理者制度に

ついて関わる債務負担行為の議案について取り

下げさせていただきましたこと、この場を借り

て大変申し訳ございませんけども、深くおわび

を申し上げたいと思います。 

 長井市内のスポーツ施設全てということで考

えておりましたけども、その指定管理者として

スポーツ協会を中心とした組織にお願いしたい

ということで、これは以前より向こう側の、ス

ポーツ協会側の意向なども踏まえて、実は３年

ほど前から具体的に進めてきた事案でございま

した。ただ、昨年議案として出そうとしたとき

に、まだまだ中身が詰まっていないと、現在の

業務委託も様々な団体に業務委託してますので、

メインは置賜生涯学習プラザのさわやかサービ

スさんがメインではございましたけれども、そ

れを一括して、スポーツ協会が法人化をして受

けるということで今まで進めてまいりましたの

で、それに長井花のまちスポーツクラブ、花ス

ポ、いわゆる地域型総合スポーツクラブ、これ

らも関わりを持って、究極の目的としては市民

ひとり一スポーツを行政側と一緒になって、ま

ずは指定管理者側に主体的に進めていただこう

と。さらには、いろんなスポーツ施設を使って

様々な大会等と独自のスポーツイベントなども

開催いただこうと考えておりました。 

 ただ、一昨年のときは、なかなか法人化につ

いても詰まっておりませんでしたし、あとは指

定管理をすることによってどんな利点っていい

ますか、メリットをいろいろ考えられたわけで

すけど、それをしっかりとやっぱり実現するよ

うな計画でないと駄目だということで、３年前

にはなかなかそれを進める人っていいますか、

事務的な人員が必要なんではないかなというこ

とで投げかけたんですが、もし必要だったら人

件費などは応援しなきゃいけないだろうってこ

とで、投げかけたんですが返ってこないんです

ね。ただ、それは自助努力で皆さんなさるとい

うことで、そして一般社団法人長井市スポーツ

協会を昨年度中につくって、今回挨拶も兼ねて

三役の方たちと、あと事務を担う人たちがご挨

拶に見えられて、今回出しますのでよろしくと。

そこではさすがに中身についてはお話しできな

かったんですが、担当課長については、これは

今まで繰延べっていいますか、いわゆる熟度が

まだ達してないということで先送りした経過が

あるので、今回まずは債務負担行為なんですけ

ども、それでもやっぱりきちっとした将来の指

定管理のメリットと具体的な計画の中身を当然

質問されるんで、それに答えるような、そうい

う熟度はあるのかといったら、大丈夫だろうと、

こういう話で、それあるのかというと、示して

はもらえませんでした。ただ、そういうふうに

して来たんですが。 

 この間、厚生常任委員会協議会でいろいろ質

問を受けたときに、なかなか答えられなかった

というような話を聞いたので、ちょっと議会事

務局長に、どんな状況だったかいろいろお聞き
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しました。あとはその時点で議事録ってしっか

りしたものはなかったんですが、そういったと

ころなどもお聞きしたりして、これでは今回納

得いくような形で答えられないだろうと。だと

したら、やはり全員協議会で説明したらいいん

じゃないかというような提案などもいただいた

ようですが、もうそれまでには至らないだろう

ということで、大変恐縮だったんですが、議会

運営委員会の中で、最初、議運の皆様にお願い

して取下げをさせていただいたということでご

ざいました。 

 ちょっと前置きが長くて恐縮でございます。

そういった中で、議員のほうからは、スポーツ

施設等指定管理者制度について、スポーツ協会

で一旦受けて、その中で各加盟団体に割り振る

としているのが、その是非について非公募とし

ているが、これでは優位性が見えないのではな

いかというようなご意見をいただきました。加

盟団体は一様の組織能力ではないと思うと。全

体的にもっと説明し、理解し、納得の上で踏み

切るべきでないのかと、類似の事例等、比較、

検討情報も必要ではないかということで、さら

に具体的にいろいろご意見をいただいたところ

でございました。スポーツ施設等における指定

管理者制度を行政が導入するメリットはもちろ

ん市民サービスの向上ということでございまし

て、運営管理する施設をより使いやすく安心し

て利用、使用していただくこと、そしてかつ市

民の健康の保持・増進につながることが第一と

考えております。 

 今回、市が進める生涯スポーツの振興や競技

力向上などの市民ひとり一スポーツの推進にお

いて、その歴史と実績があり、かつ多くの加盟

団体や会員を抱える長井市スポーツ協会が受託

することで、子供からお年寄りまで全市民を対

象として幅広い分野で取り組むことができると

いうことで進めてきた経緯がございます。そん

な中で、この間スポーツ協会理事の方と導入に

向けて定期的に検討会を開催し、準備を進めて

きましたが、関係する方々の情報発信や情報の

共有ができていなかったことは反省し、これか

ら取組に生かしてまいらなければいけないと思

っております。また、スポーツ施設等の指定管

理者制度の導入を進めるに当たり、これまでも

南陽市や東根市へ視察するなど、他市町の状況

を参考に取り組んできました。蒲生議員のご質

問にもあります民間事業者の事例等を含めて、

引き続き県内外の先進事例等の情報を収集し、

当地の地域性に合う指定管理の在り方を模索し

てまいります。あわせて、スポーツ協会の組織

や運営体制など抱える、誰がどのようにして推

進していくのかなどの課題解決のために、経験、

知識のある外部人材をアドバイザーや理事とし

て招くなど、人員配置や人材育成の強化を図り、

市が目指す市民ひとり一スポーツの一層の推進

を協力して目指してまいりたいと思います。 

 前段でも申し上げましたが、スポーツ施設等

の指定管理者制度の導入する最大の目的は、住

民、市民サービスの向上と市民の健康の保持、

増進でございます。スポーツ施設等の指定管理

者制度の導入においては、具体的な取組の組立

てや進め方など、専門家などからアドバイス等

をいただきながら、改めて検討し、かつ市民の

健康の保持、増進や、住民サービスの向上、持

続的なサービスの提供が図れるよう進めてまい

りますので、蒲生議員におかれましては、引き

続き特徴的な取組、事例等を含めて、ご指導、

ご意見をいただければありがたいと思っている

ところでございます。 

 なお、県内のスポーツ施設等の指定管理者制

度導入事例といたしまして、おおむね複数の施

設運営とスポーツ振興のソフト事業を組み合わ

せた運営により指定管理を導入している状況と

いうことでございます。南陽市と山形市、上山

市、鶴岡市は、結局私どもでいうスポーツ協会

単独に任せていると。米沢市、東根市はスポー
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ツ協会プラス民間事業者と共同で指定管理を受

けていただいていると。私のほうは、まだ詳し

くスポーツ協会の役員の人と話しておりません

けれども、担当課長には人がいないんじゃない

かと、結局いい計画を立てられるノウハウを持

った人が中心にいないので、計画が練られない

んではないんですかということで、どこか民間

と組めるところを探すべきだと。探すというよ

りも、例えば民間のほうから協力をいただいて、

一緒になって運営するということも選択の一つ

じゃないのかというふうな話をしてますが、や

はりスポーツ協会の役員の皆様とよく話しても、

ちょっと私も理解不足なのかもしれませんけど

も、よく分からないんですね。どういうふうに

考えておられるのか。これは期限を区切って、

本来は来年の４月から指定管理したかったんで

すが、これはとにかくきちっと議会に理解を得

られるような、そしてなおかつ市民のために資

するというような事業計画、そういう体制を組

めるということであれば、４月にこだわらずに

来年の、例えば10月、下期からでもいいし、と

にかくそういうふうにして急ぐべきじゃないの

かと。 

 なおかつ、これから、いわゆる中体連が変わ

ってきて、クラブチームということに移行にな

ることが明らかなので、そうしますと、やっぱ

り指導体制ですよね。そういったところで、じ

ゃあ指導者に対する謝礼とか、有償ボランティ

アという形になると思うんですけども、そうい

ったことも含めて、どういうふうにしていくの

かというのがスポーツ協会自体、ある程度方向

性を出してもらいたいと思っておりますので、

ぜひ蒲生議員からもいろいろご指導いただきた

いと思います。 

○鈴木富美子副議長 髙橋嘉樹税務課長。 

○髙橋嘉樹税務課長 私には、大項目１で２点ご

質問をいただきました。 

 まず、（１）市民の納税意識が優れていると

言えるのではないかについてでございます。 

 初めに、市税・国民健康保険税の収納率につ

きまして、現年度分収納率、また、現年度分と

滞納繰越分を合わせたそれぞれの収納率は、蒲

生議員のご説明にもありましたとおり、市税・

国民健康保険税ともに、令和３年度も県内13市

中トップの成績を収めることができました。連

続トップ獲得年数は最短でも市税の現年度課税

分で５年連続、最長では市税の現年度分と滞納

繰越分を合わせた収納率で10年連続となってお

ります。当時の落ち込んだ収納率を向上させる

ため、市税等収納率向上対策本部における訪問

徴収活動をはじめ、以降の債権を中心とした滞

納処分強化の取組、その後のコンビニ収納やス

マホ収納などの納付環境の拡大、さらには納税

者と接する機会を増やし、きめ細やかな収納相

談を行い、納期内納税の促進を図ってまいりま

した。納付環境につきましては、平成26年度か

らコンビニ収納、平成30年度からスマホ収納を

導入してまいりました。市内外問わず、また、

夜間や休日においても納付することができるな

ど、その利便性が図られ、利用実績も年々増え

ている状況にあります。また、令和２年度新型

コロナウイルス感染症関連の減免等の説明や周

知のため、電話や文書、訪問などで、納税者と

相談する機会が非常に増えた経過もございます。

令和３年度におきましても、引き続き納税相談

の機会を増やし、丁寧な相談に努めてまいりま

した。そうしたことにより、蒲生議員おっしゃ

るとおり、市民の理解が進み、納税意識の高さ

につながり、差押件数が減少しても高い収納率

の確保につながっていると捉えているところで

ございます。 

 市民の納税意識が高まっている実績といたし

まして、督促状の発送件数が令和元年度までと

比べまして、令和２年度、令和３年度は約

3,000件ほど少なかったことが上げられます。

このことからも多くの市民の皆様が納期内納税
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に努めていただいたものと思うところでござい

ます。今後は引き続き、きめ細やかな収納対策

を行っていくとともに、蒲生議員のご提言にあ

りましたが、例えばスマホ収納を利用した場合、

その利用回数に応じて、ながいコインのポイン

トがつくといったサービス、また、クレジット

収納につきましては、１件当たりの手数料がコ

ンビニやスマホ収納と比べ割高であるといった

課題等もあり、費用対効果の面で考慮すべき点

もございますが、さらなる利便性の向上につな

がる様々な手法を模索し、納付環境のさらなる

整備を図りながら、納期内納税の促進を図り、

収納率を確保してまいりたいと思います。 

 続きまして、（２）の残った問題点、今後の

課題はについてでございます。 

 残った問題点や今後の課題といたしましては、

やはり現在の高い収納率の維持向上に尽きるの

ではないかと考えております。先ほど申し上げ

た収納対策の継続はもとより、大事なことは、

蒲生議員おっしゃるとおり、業務の標準化、つ

まり職員が替わっても変わらぬ収納対策を行っ

ていくことが重要であると考えます。 

 税務課では、職員が替わっても業務をそのま

ま引き継げるよう、各係で業務マニュアルを整

備しております。毎年見直しを行い、制度改正

などで事務処理が変わる場合など、様々な場面

においてマニュアルの内容を適宜更新すること

で、ミスの防止や事務の効率化を図っておりま

す。収納係においても、年度当初に５月の出納

閉鎖に向けての取組について、連日ミーティン

グを行い、また、納税相談などの場面では、で

きるだけサポートとして１人つくようにし、そ

の際の注意点等について話し合っていくなど、

業務マニュアルの徹底を図っております。また、

さらなる知識の習得、スキルアップを図るため、

法令に基づく適正な滞納整理の手法や高度な専

門知識が必要となる困難案件に対応するための

手法の取得を目的に、県内や全国規模の研修会

に積極的に参加し、研さんを積んでるところで

ございます。そういったことにより、徴収職員

が一体となって取り組んでいるところであり、

今後もその取組を継続して行い、現在の高い収

納率を維持向上できるよう、一層の努力をして

まいりたいと思います。 

○鈴木富美子副議長 小林克人建設課長。 

○小林克人建設課長 私からは、（３）住宅使用

料の課題、産業・建設常任委員会全体で共有し、

今後の取組に生かしていくべきというご質問に

対してお答えいたします。 

 市営住宅及び定住促進住宅の使用料につきま

しては、蒲生議員には以前から様々なご提言を

いただいているところでございます。令和元年

９月議会では、徴収計画を策定し、きっちりし

た目標管理をすべき旨のご提言をいただきまし

た。そのことを受けまして、令和２年１月に市

営住宅等債権管理マニュアルを策定したところ

でございます。債権に係る滞納状況、滞納金額

についての目標金額、徴収率、徴収困難者の状

況、具体的な取組等を記載いたしました徴収計

画を策定し、進行管理を行っているところでご

ざいます。滞納が発生いたしましたならば、督

促状を送付いたしまして、反応がなかった場合

は催告書を送付、それでも納付されない場合に

は保証人宛てに督促依頼書を送付いたしまして、

それによっても履行されない場合は保証人宛て

の保証債務履行請求書を送付する流れになって

ございまして、この流れに沿って債務者本人へ

の定期的な文書による催告、また、保証人への

納付指導、戸別訪問を実施しているところでご

ざいます。 

 退去者の所在地につきましては、市で把握し

てございますので、債務者本人や保証人が生存

している限りにおきましては、催告を継続して

まいりたいと考えてございます。 

 計画どおり進まない場合につきましては、電

話や訪問による催告によりまして、生活状況や
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収入状況等の確認を行い、分納相談等関係性を

保ちながら継続して対応しているところでござ

います。 

 令和２年度以降、当該マニュアルに基づきま

して、債権回収に取り組んでまいりました結果、

一昨年度の令和２年度の市営住宅使用料の現年

度分収納率は98.4％、定住促進住宅使用料の現

年度分収納率は99.46％、昨年度の令和３年度

の市営住宅使用料でございますが、現年度分収

納率は98.71％、定住促進住宅使用料の現年度

分収納率は100％を達成できたところでござい

ます。なお、各年度末の時点におけます収入未

済額の推移でございますが、ここ数年のピーク

でありました平成30年度の681万5,000円を境に、

令和元年度末におきまして467万3,000円、令和

２年度末におきまして435万9,000円、令和３年

度末で406万6,000円と、年を追うごとに着実に

縮減できているところでございます。 

 現年度分の収納率を上げることは、滞納繰越

しの抑制、ついては累計収入未済額の増嵩の抑

制につながりますので、引き続き現年度滞納初

年度の対応をしっかり行い、当該マニュアルに

基づいた債権回収に取り組んでまいりたいと考

えてございます。 

 ＰＤＣＡを回す意味といたしまして、進行状

況等を確認する場としての産業・建設常任委員

会協議会で定期的に収納状況等を報告いたしま

して、議員の皆様から様々ご意見等をいただく

とともに、問題点を整理、共有化し、次のさら

なる収納業務に生かしていくという、この間の

取組について大変大きな効果が上がっていると

感じているところでございます。今後も定例会

前の産業・建設常任委員会協議会に最新の収納

状況をお示しさせていただきまして、議員の皆

様方より様々なご意見を頂戴しながら、進行管

理を行い、より充実した徴収業務につなげてま

いりたいと考えてございます。 

○鈴木富美子副議長 山口和則上下水道課長。 

○山口和則上下水道課長 私からは、下水道有収

率の課題についてお答え申し上げたいと思いま

す。 

 令和３年度決算における公共下水道、特定環

境保全公共下水道を合わせました有収率は

61.2％、直近の全国平均や類似団体平均と比較

しましても低い水準で推移してる現状にござい

ます。有収率が低い水準で推移することの問題

点は、汚水処理に係る経費的な部分よりも、む

しろ流入水量の増加が処理施設に与える負担、

施設の処理能力という点にございます。本市の

下水道は分離式を採用しておりますが、先日の

ような豪雨がございますと、想定外の流入水量

の増加によりまして、一時的に施設の処理能力

を超えてしまうというような事態も懸念されま

す。また、将来的な本市全体の汚水処理計画を

検討する上では、処理施設が一定の処理能力を

確保しているということが議論の大前提となっ

てまいります。 

 これらのことを考えますと、現在下水道及び

浄化槽以外で処理されている汚水水量、年間約

30万立米と同程度の不明水解消が、当面最低限

目指すべき目標であり、この場合の有収率は約

70％になるものと想定してるところでございま

す。このような目標の達成に向けまして、また、

蒲生議員からのご質問を契機といたしまして、

今年度につきましては、平成30年度までの取組

を引き継ぐような形で、４年ぶりの不明水調査

を実施しております。次年度以降につきまして

も今年度の調査結果を十分に精査した上で、調

査方法や対象地区、各年度ごとの実施計画等に

ついて検討してまいります。 

 また同様に、蒲生議員からご指摘をいただき

ました雨水用のマンホールにつきましても、周

辺道路の排水状況等にも十分配慮をしながら、

現在対策を進めているところでございます。 

 また、質問にもございましたが、今年７月以

降、処理場内におけまして、処理水量、それか
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ら放流水量の急な増加を示すような数値、結果

が出ております。このため、現在処理場内にお

けます流入水量の把握方法、それからメーカー

によります機器の点検、データの妥当性、正当

性の検証などを行っているところでございます。

こうした取組状況につきましては、経過も含め

まして、随時定期的にご報告を申し上げていき

たいと考えているところでございます。 

 本市における下水道有収率の低さには、単独

ではなく、複数の要因が影響しているものと見

込んでおります。他団体の動向等を見ましても

短期間での劇的な改善というものは期待できな

いところであります。また、有収率の改善によ

り得られる処理費用の削減効果に比して、管路

の更新をはじめとする抜本的な対策に要する費

用は極めて多額となりますので、費用対効果等

についても十分に検討する必要がございますが、

原因として考え得るあらゆる可能性について排

除することなく、一つ一つ改善に向けた取組を

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○鈴木富美子副議長 15番、蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 せっかく、私、随分時

間も費やしたんですけど、グラフを作ったので、

説明しておきたいと思います。 

 まず市税のほうの、こちらのグラフですよね。

これ見ていただくと、この数字がずうっと並べ

てあった、税務概要の13市の比較みたいなもの

だと、ちょっと分かりにくいんですけども、こ

の折れ線グラフにすると非常に傾向とか比較が

よく見えるなと思いますね。これ昭和50年から

のデータなんですよ。なかなかこういうデータ

って得られないですからね、非常に貴重だと、

自画自賛しとるわけなんですけれども。 

 それで、平成12年の決算議会で、私が収納率

向上対策本部をつくったらどうだというふうに

申し上げて、平成13年から稼働してます。平成

13年から稼働したんですが、この赤い線が長井

市ですけども、ずうっと下がってきますね。平

成17年で90.33％まで下がったんですけど、そ

こから取組の効果が徐々に現れてきてるという、

こういう見方をしていただくといいかなと思い

ます。 

 しかし、長井市だけじゃなくて、他市も一様

に上昇してますから、収納率向上、未収金対策

というのはやっぱりどこの市でも取り組んでき

たという一つの表れだと思います。 

 裏のほうが、国民健康保険税なんですけど、

国保税は13市全部折れ線で表しました。そのほ

かに現年の滞納繰越分のグラフなんで、そのほ

かに長井市の現年度分も一番上に赤で示してお

ります。これも分かるんですけども、ある一定

のところから全市が少しずつ上昇してますよね。

どこでもそうなんですけど、この収納率向上対

策というのは、大きい課題で取り組んできたん

だなということが分かろうかと思います。一番

下に市の名前はどうでもいいんですけども、こ

れは57.4％って収納率はどういうふうに判断す

ればいいんだろうなって、非常に思ったんです

けど、これは長井市じゃないのでよかったんで

すけど。取組の効果というのが非常に現れて、

私もグラフを作るかいがあるというものだと思

っております。 

 そこでなんですけど、収納率対策については、

もう今までの取組も標準化していただいて、そ

れをずっと延長していただければいいと思って

いまして、長井市ではまだクレジット決済がで

きない、手数料もかかるということもあるんで

しょうけど、収納率がてっぺんまで来てるもん

ですから、ここであえてクレジット決済をする

必要性がないということなのかもしれませんが、

さらなる利便性を向上させて、その幅を広げて

おくということは、ある意味必要なんじゃない

かなと思うんですよね。ながいコインはどうな

のか、それは分かりませんけれども、やっぱり

そういう裾野を広げておくということは、備え
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として必要なことだと思いますので、ここで、

いつからやるとか、そういうことじゃなくて、

ぜひ検討していただければなと思っております。 

 それから、住宅使用料についても、最近ずっ

と成績が上がってきていまして、これは産業・

建設常任委員会協議会の追加資料で出してもら

った資料ですけれども、これを見ても大分減っ

てきていますよね、滞納繰越分が。現年度分に

力点を置いて取り組んでいる、その効果が滞納

繰越分を減らしていくと、こういうことになる

んだと思うんですけども、これは非常に取組の

効果が現れてて、あと三、四年たつとすばらし

いものになるかと思って期待をしておりますの

で、所管委員会に対して、都度報告をしていた

だいて、やっぱり情報の共有化を図っていくと

いうことが非常に大事だと思いますので、ぜひ

その点は継続してお願いしたいと思っておりま

す。 

 それで、市長から答弁の中で、米沢市と東根

市ですか、スポーツ協会と民間団体が一緒にな

って取り組んでいるというお話があったんです

けど、これは具体的にもう少しどういうような

体制なのか分かれば。 

○鈴木富美子副議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 確定ではなくて、ちょっと恐縮

ではございますが、例えばミズノさんのほうと

組んで、陸上競技場関係なんかは特にいろいろ

ノウハウをお持ちですから、そういったところ

からいろいろ聞いたりとか、そういうふうにし

て、例えばそういった団体から指導を受けて、

一部担っていただくというようなことでやって

いたというような話は聞いていますが、具体的

に参考とすべき事例がどういうものなのか。今

調査しているところですので、ちょっと申し訳

ございません。まだ、アバウトなところで、正

確なところじゃなくて恐縮ですが、できるだけ

早くそういった事例をより具体的に調査しなが

ら、いろいろ考えていきたいと思っております。 

○鈴木富美子副議長 15番、蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 分かりました。スポー

ツ協会と民間事業者が一緒になってやるという

のに、すごく私興味あります。ここに何かヒン

トがあるのかなと思ったりもしていますので、

ぜひこれは検討していただいて、しかるべき時

期に報告いただければと思います。 

 実は、昨日ですけど、山交の皆川専務と話す

機会があって、いろいろしゃべってきたんです

ね。タスのスポーツ施設の話から発展したんで

すけど、４階にプールありますよね。上のほう

にあるプールというのは、早晩いろいろ問題が

発生すると。原因はちょっと分かりませんけれ

ども、トップロードのプールもそうだったらし

いんですが、膨張してきて、かなり大幅に手を

加えないとやばいことになりますよという話だ

ったんでね、ぞっとしたんですけど。ここら辺

も視野に入れて、これから施設の運営というか、

メンテナンスというか、長期計画の中にぜひと

も盛り込んでいただいていたほうがいいのでは

ないかと思ったんで、これは市長どうですかな

んて聞くのもあれかもしれませんけど、ぜひひ

とつ、そこら辺の考え等お聞かせください。 

○鈴木富美子副議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほど、蒲生議員からの一般質

問に対して、一括質問なさったときにも、これ

から市民の健康増進・維持のために、いわゆる

フィットネスのスポーツジム的なところの必要

性などもお話しなさっていたと思います。タス

については、４階のフィットネスについて、プ

ールのことは具体的には今までコンサルティン

グをお願いしていた三菱総研、あと三菱総研か

ら依頼を受けている設計事務所さんあたりから、

そういった話は聞いてないです。 

 あとは、実は今回の複合施設「くるんと」を

グンゼさんとグンゼ開発さんと三者の契約でＰ

ＰＰでやっているわけですが、グンゼさんの子

会社でグンゼスポーツがあるんですね。グンゼ
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スポーツについては、私も尼崎の、かつてつか

しんだったところを、西武が撤退したんですが、

それを別な業者を入れてやっているところのス

ポーツジムを見てきましたけども、プールがや

っぱり１階部分ですよね、２つありまして、す

っごい大きいスポーツジムでしたけれども、例

えば今後タスをどうするか、あとは何としても

スポーツジム、「湯るっと」へは遠すぎてとて

も行けないと、我々長井市からでは。ですから、

もう少し安い料金で、タスとはちょっと違う意

味で市民の皆様、あるいは企業のいわゆる福利

厚生として、そういったものを必要だと思って

いますので、ぜひ市街地再開発事業、これ国土

交通省の事業ですね。民間事業が国から３分の

１、あと私ども市で３分の１で、３分の２の補

助を受けてできるんですね。その事業をやった

際に、これはタスとは別に、あとは学習プラザ

とはちょっと別にやっていきたいなと。そのと

きにやっぱり山交さんとか、あとはグンゼスポ

ーツさんあたりとどう組むかというのが非常に

重要なんだろうなと思っていまして。 

 私どもとしては市じゃなくて、市と三セクで

いろんな地元の企業とか外部の、県外の企業も

いいんですけども、入っていただいて、そうい

う事業主体で進めていきたいと思っておりまし

て、そのときにタスの４階のプールというのは

どういうものかというのは、なお検討してなき

ゃいけないんですが、あそこを、例えば商工会

議所１階の部分に造り直すということもあるわ

けですよね。今回できるかどうかは別として、

４階のところは、いわゆる大浴場みたいにしち

ゃう手もあるわけですね。温泉とか掘って。で

すから、そんなことも含めて、ちょっととっぴ

な話をして恐縮だったんですが、いろんな可能

性を探っていく必要があるのかなと考えており

ます。 

○鈴木富美子副議長 15番、蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 山形市にＪＯＹＦＩＴ

でしたっけ、本当に簡単な手軽なスポーツジム

もあるんですけど、ああいうものを想定、１階

の話ですけどね、想定するのかですが、とりわ

け手軽に取り組める運動施設をコンセプトにし

てつくっていただければ、結果的にそのお客さ

んが上に移動して飲食をしてくださるというこ

とになると思いますので、ぜひ面白い構想だと

思いますので、ぜひお願いしたいなと思います。 

 何か。 

○鈴木富美子副議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほど東根市と米沢市の民間の

事業者さんと連携して指定管理をしてる例なん

ですが、その後、ちょっと情報が入りましたの

でお伝えしますと、東根市は東京のセントラル

スポーツという、スイミングなどを主に得意と

する分野でしょうかね、そこと連携して指定管

理を受けていると。ちょっと契約形態分かりま

せんけど、そういった情報がございました。あ

と米沢市は、これ米沢市の業者なんですが、吾

妻スポーツあります。それとエービーエムとい

う、こちらが施設管理ですかね。吾妻スポーツ

はやっぱり。 

（「ミズノ」の声あり） 

○内谷重治市長 ミズノですね。多分吾妻スポー

ツはミズノさんと組んでやってるんだと思いま

すけど、そんなことでやってる事例があるので、

大変恐縮なんですけども、長井市のスポーツ協

会さんは、結局スポーツ協会さんで頑張って出

そうとしてきたんですが、なかなか具体的ない

い計画をまだ出し切れないということは、その

ノウハウがないということだと思うんですね。

ですから、ぜひこういうノウハウを持ってると

ころと組めば、様々ないい計画とか、よりよい

市民のための施設になるのかなと考えていると

ころです。 

○鈴木富美子副議長 15番、蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 そうですね。民間と一

体となって、それぞれのメリットが相乗効果を
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生み出すようなものに、期待できる可能性は今

後でもあるんじゃないかなと思いますので、ご

期待申し上げたいと思います。よろしくお願い

いたします。終わります。 

○鈴木富美子副議長 以上で一般質問は全て終了

いたしました。 

 

 

   散     会 

 

 

○鈴木富美子副議長 本日はこれをもって散会い

たします。ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午後 ２時５６分 散会 


